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西予四国ジオミュージアム（西予市城川町）



（公社）八幡浜法人会は昭和３６年（１９６１年）
税務協力団体として八幡浜市の法人企業１３０社
の自主的任意団体を基礎としてその後、同じ趣旨
のもと八幡浜税務署管内　八幡浜市、西宇和郡、
東宇和郡（現西予市）の企業経営者に広がり、昭
和５４年（１９７９年）社団法人化し、また平成
２５年に公益社団法人として会員数約８００社か
らの会員を要する組織となっております。
　地域経済の中核を担う中小企業の活性化につな
がる税制改正の提言や、未来を担う子どもたちへ
の租税教室を行うなど、税知識の普及や社会貢献
を目的に活動しております。
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　　　　　表紙の写真　　「西予四国ジオミュージアム」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真提供　西予市　鈴木友三郎　様
　四国西予ジオミュージアムは、西予市が掲げる「ジオパークを通じて地域の魅力を
再発見し、地域に対する郷土愛を育むとともに、経済への好循環を目指した持続的な
取り組み」の中核をなす拠点施設として令和４年４月２３日にオープンしました。
住所   〒797-1717　愛媛県西予市城川町下相 945 番地　電話番号  0894-89-4028
　

                                                                                                                              

法人会のシンボルマーク



　
　新年、明けましておめでとうございます。   
　平素より会員の皆様、並びに税務当局及び関係各団体の方々、
多方面より特段のご支援ご協力を賜り、役員一同、心より感謝
申し上げます。
 　我が国は、ポストコロナに向けた欧米の急激な社会経済活動再開と ,ロシアのウクライナ
侵攻によるエネルギー需要の逼迫など背景とした物価上昇に飲み込まれています。
今、「ウィズコロナ」と呼ばれるウィルスとの共生段階に入りましたが物価上昇率は欧米に
比べ低い水準にあります。「円安・株高」の構図が崩れ、円安が物価上昇を助長する
“悪い円安” へと暗転しています。
　中小企業は地域経済の担い手であるだけでなく、我が国経済の礎であります。コロナ禍
の影響が依然残っているだけでなく、エネルギーや原材料価格の上昇などが重なり経営環
境は一段と厳しさを増しています。当会管内でも廃業に追い込まれる例もあり、そうした
中で求められるのは健全な経営に取り組んでいる企業が、持てる能力を発揮できる税制の
確立であり、政府と自治体にはコロナ禍への懸念が再燃するケースも想定し、実効性のあ
る対策の準備をお願いするところです。
　法人会では、単位会、愛媛県法人会連合会で集約し、全国の会員企業 75万社の声を集め
「税制改正に関する提言」として地方では各位自治体、議員、国レベルでは各政党に提言書
を提出しています。
「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し地域の振興に寄与し国と社会
の繁栄に貢献する経営者の団体である」という理念のもと、従来から税知識の普及、納税
意識の向上、円滑な税務行政への寄与など「税」を活動の主軸におき活動を展開してきま
した。これらの活動が極めて公益性の高いものであることは『地域社会に貢献する公益法人』
として、会員ばかりではなく、広く世間一般にも当会が行うサービスを提供する義務と責任
であるものと思っております。　
　これからも、皆様にとって必要な法人会として、事業をさらに推進して存在感のある活動
を行う所存です。結びにあたり会員の皆様、関係各位のご健勝とご多幸そして企業の繁栄、
地域社会の発展を祈念申し上げてご挨拶といたします。

ご　挨　拶

( 公社）八幡浜法人会　

　会長　菊池　英充



　新年あけましておめでとうございます。

　令和５年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を

申し上げます。

　公益社団法人八幡浜法人会員の皆様方には、平素

から税務行政全般にわたり深いご理解と多大なご協力

を賜っており、厚くお礼申し上げます。

　公益社団法人八幡浜法人会におかれましては、「よき

経営者を目指すものの団体」として、また、「税のオピ

ニオンリーダー」として設立以来の大きな柱である

税知識の普及や納税意識の高揚を図るための活動に熱心に取り組むとともに、租税教育活動や

地域に密着した社会貢献活動にも幅広く取り組んでいただいております。

　このような活動は、申告納税制度における税務行政の円滑な運営にとって非常に心強く、

国税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。」ことを

達成するためには欠くことのできないものとなっており、これもひとえに菊池会長をはじめと

する役員の皆様のご尽力と、会員皆様のたゆみないご努力の賜物であり、深く敬意を表します

とともに、厚く感謝申し上げます。

　さて、近年、税務行政を取り巻く環境は、経済取引のデジタル化やグローバル化の進展等

より急速に変化しております。

　こうした中、国税庁におきましては、デジタル技術を活用したオンライン手続の促進や業務

の在り方の抜本的な見直しを中心とした税務行政のＤＸに向けた取組方針を公表し、e-Tax に

よる申告、キャッシュレス納付等の更なる利用拡大に取り組んでいるところです。また、本年

10 月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。国税当局では制度の円滑な導入に向け

て、周知・広報や相談対応といった各種施策を実施しているところです。

　会員の皆様におかれましては、引き続きこれらの取組について、ご支援とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、公益社団法人八幡浜法人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝

並びに会員企業のご繁栄を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

年頭のご挨拶

八幡浜税務署長

三宅　清文



第１０回通常総会開催

　２０２２年５月２４日（水）八幡浜商工会議所５階大ホールにて第１０回通常総会を
開催致しました。昨年に続き、新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、規模を最
小限とした総会となりました。

功労者表彰
　令和３年度、会員増強にご支援いただいた各金融機関と法人会の福利厚生制度に
貢献いただいた大同生命 ( 株 ) 松山支社の山本明美様の表彰を行いました。

　会員増強功労者表彰
伊予銀行　八幡浜支店殿
愛媛銀行　八幡浜支店殿
愛媛信用金庫　八幡浜支店殿

福利厚生制度推進功労者表彰
大同生命保険 ( 株 ) 松山支社
　　　山本　明美　殿



（単位：円）　

当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ 資産の部                                                                                              

１．流動資産

普通預金 4,864,355 5,060,574 △ 196,219

【流動資産合計】 4,864,355 5,060,574 △ 196,219

２．固定資産

(1) 基本財産

定期預金 9,250,000 9,250,000 0

【基本財産合計】 9,250,000 9,250,000 0

(2) 特定資産

退職給付引当資産 2,045,000 1,895,000 150,000

周年行事引当資産 1,000,000 1,000,000 0

【特定資産合計】 3,045,000 2,895,000 150,000

(3) その他の固定資産

什器備品 0 2 △ 2

【その他の固定資産合計】 0 2 △ 2

【固定資産合計】 12,295,000 12,145,002 149,998

【資産合計】 17,159,355 17,205,576 △ 46,221

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

預り金 39,990 29,191 10,799

【流動負債合計】 39,990 29,191 10,799

２．固定負債

退職給付引当金 2,045,000 1,895,000 150,000

【固定負債合計】 2,045,000 1,895,000 150,000

【負債合計】 2,084,990 1,924,191 160,799

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

全法連助成金 0 0 0

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 15,074,365 15,281,385 △ 207,020

（うち基本財産への充当額） (　9,250,000） (　9,250,000） （　　　　　　0）

（うち特定資産への充当額） （　1,000,000） （　1,000,000） （　　　　　　0）

【正味財産合計】 15,074,365 15,281,385 △ 207,020

【負債及び正味財産合計】 17,159,355 17,205,576 △ 46,221

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日　現在

科　　　　　目



(単位：円)

公１ 公２ 共通 小　計 他１ 共通 小　計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 １．経常増減の部
　(1) 経常収益

基本財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 185 185
基本財産受取利息 0 0 0 0 0 0 185 185

特定資産運用益 0 14 0 14 6 0 6 35 55
特定資産受取利息 0 14 0 14 6 6 35 55

 受取会費 0 0 674,000 674,000 0 0 0 2,696,000 3,370,000
正会員受取会費 0 0 645,800 645,800 0 0 2,583,200 3,229,000
賛助会員受取会費 0 0 28,200 28,200 0 0 112,800 141,000

事業収益 15,200 30,000 0 45,200 17,630 0 17,630 0 62,830
研修事業収益 0 14,000 0 14,000 0 0 0 14,000
広報事業収益 15,200 16,000 0 31,200 8,800 8,800 0 40,000
福利厚生事業収益 0 0 0 0 8,830 8,830 0 8,830
会員親睦事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0

部会等事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0

受取補助金等 2,204,840 2,308,400 0 4,513,240 30,300 0 30,300 993,270 5,536,810
受取県法連補助金 4,840 0 0 4,840 30,300 30,300 153,270 188,410
受取全法連助成金 0 0 0 0 0 0 350,000 350,000
受取全法連助成金振替額 2,200,000 2,308,400 0 4,508,400 0 0 0 4,508,400
受取都道府県補助金 0 0 0 0 0 0 490,000 490,000

受取負担金 0 0 0 0 56,000 0 56,000 0 56,000
受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 0

青年・女性受取負担金 0 0 0 0 56,000 56,000 0 56,000
雑収益 0 0 0 0 0 0 0 238,033 238,033

受取利息 0 0 0 0 0 0 33 33

雑収益 0 0 0 0 0 0 238,000 238,000
　　【経常収益計】 2,220,040 2,338,414 674,000 5,232,454 103,936 0 103,936 3,927,523 9,263,913
　(2) 経常費用

事業費
給料手当 1,566,320 1,566,320 0 3,132,640 895,040 895,040 4,027,680
退職給付費用 52,500 52,500 0 105,000 30,000 30,000 135,000
福利厚生費 206,790 206,790 0 413,580 118,166 118,166 531,746
事務委託費 31,430 31,430 0 62,860 17,960 17,960 80,820
会議費 0 0 0 0 129,959 129,959 129,959
旅費交通費 7,844 0 0 7,844 56,388 56,388 64,232
通信運搬費 334,106 390,220 0 724,326 47,585 47,585 771,911
消耗什器備品費 31,028 31,028 0 62,056 17,730 17,730 79,786
消耗品費 168,131 85,111 0 253,242 35,921 35,921 289,163
印刷製本費 85,491 100,535 0 186,026 46,188 46,188 232,214
光熱水料費 21,965 21,965 0 43,930 12,551 12,551 56,481
賃借料 284,886 284,886 0 569,772 162,792 162,792 732,564
リース料 24,948 24,948 0 49,896 14,256 14,256 64,152
保険料 539 539 0 1,078 308 308 1,386
諸謝金 0 0 0 0 66,822 66,822 66,822
租税公課 350 350 0 700 200 200 900
支払負担金 12,000 10,000 0 22,000 30,000 30,000 52,000
支払寄付金 0 0 0 0 0 0 0

委託費 0 118,800 0 118,800 0 0 118,800
会場費 12,090 0 0 12,090 23,480 23,480 35,570
広告宣伝費 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500
事務所管理費 2,351 2,351 0 4,702 1,343 1,343 6,045
支払手数料 22,938 23,213 0 46,151 13,186 13,186 59,337

管理費
給料手当 447,520 447,520
退職給付費用 15,000 15,000
福利厚生費 59,082 59,082
事務委託費 8,980 8,980
会議費 314,758 314,758
旅費交通費 178,079 178,079
通信運搬費 206,241 206,241
消耗什器備品費 8,864 8,864
消耗品費 22,636 22,636
印刷製本費 62,046 62,046
光熱水料費 6,275 6,275
賃借料 81,396 81,396
リース料 7,128 7,128
保険料 154 154
諸会費 123,000 123,000
租税公課 100 100
支払負担金 227,500 227,500
委託費 53,863 53,863
会場費 28,745 28,745
渉外慶弔費 24,716 24,716
表彰費 30,000 30,000
事務所管理費 672 672

支払手数料 24,108 24,108

　   【経常費用計】 2,869,207 2,950,986 0 5,820,193 1,719,875 0 1,719,875 1,930,863 9,470,931

　　 【当期経常増減額】 △ 649,167 △ 612,572 674,000 △ 587,739 △ 1,615,939 0 △ 1,615,939 1,996,660 △ 207,018

 ２．経常外増減の部

　(1) 経常外収益

     【経常外収益計】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(2) 経常外費用

固定資産除却損

什器備品除却損 0 0 0 0 0 0 0 2 2

     【経常外費用計】 0 0 0 0 0 0 0 2 2

　 　【当期経常外増減額】 0 0 0 0 0 0 0 △ 2 △ 2

法人税、住民税及び事業税 0 0 0

他会計振替額 649,167 612,572 △ 674,000 587,739 1,615,939 1,615,939 △ 2,203,678 0

    【当期一般正味財産増減額】 0 0 0 0 0 0 0 △ 207,020 △ 207,020

    【一般正味財産期首残高】 20,000 20,000 0 40,000 10,000 0 10,000 15,231,385 15,281,385

    【一般正味財産期末残高】 20,000 20,000 0 40,000 10,000 0 10,000 15,024,365 15,074,365

Ⅱ 指定正味財産増減の部 .

     受取補助金等 2,200,000 2,308,400 0 4,508,400 0 0 0 0 4,508,400
受取全法連助成金 2,200,000 2,308,400 4,508,400 4,508,400

     一般正味財産への振替額 △ 2,200,000 △ 2,308,400 0 △ 4,508,400 0 0 0 0 △ 4,508,400
一般正味財産への振替額 △ 2,200,000 △ 2,308,400 △ 4,508,400 △ 4,508,400

    【当期指定正味財産増減額】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    【指定正味財産期首残高】 0 0 0

    【指定正味財産期末残高】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 20,000 20,000 0 40,000 10,000 0 10,000 15,024,365 15,074,365

正味財産増減計算書内訳表
2021年 4月 1日から2022年3月31日まで

科　　目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取
引控除

合　　計



セミナーの開催

2022.11.22 経理担当者養成講座（八幡浜商工会議所）

2022.9.13 インボイスセミナー（オンライン）
2022.9.20 BCP セミナー（オンライン）
2022.11.4 電子帳簿保存法対策セミナー（オンライン）
2022.11.14 採用マーケティングセミナー（オンライン）

2022.10.7 新設法人説明会
（八幡浜税務署）

2022.11.18 年末調整説明会（八幡浜商工会議所）

八幡浜法人会では、経営に関する様々な分野のセミナーを開催しています。
会員様は無料または会員価格で参加できます。ご参加お待ちしております。



2022.4.11 　    県連　厚生委員会                                                 　　　 オンライン
2022.4.14 　    全国女性フォーラム静岡大会                             　　　ツインメッセ静岡
2022.4.19 　    第１回理事会                                                           　　　八幡浜センチュリーホテルイトー
2022.5.13 　    県連　理事会                                                           　　　東京第一ホテル松山
2022.5.18 　    女性部会　第１回役員会  　　　　　　　　　　　 八幡浜商工会議所３階一般研修室
2022.5.24 　    第１回通常総会　　　　　　　　　　　　   　　　八幡浜商 工会議所５階大ホール
2022.5.26 　    青年部会　第１回役員会 　　　　　　　　  　　　こけけ
2022.6.1 　      租税教室（松蔭小学校） 　　　　　　　　　　　　松蔭小学校
2022.6.7 　      租税教室（真穴小学校） 　　　　　　　　　　　　真穴小学校
2022.6.10　     租税教室（多田小学校） 　　　　　　　　　　　　多田小学校
2022.6.13 　    租税教室（宇和町小学校） 　　　　　　　　　　    宇和町小学校
2022.6.23 　    県連　女性部会　定時連絡協議会 　　　　  　　    道後温泉　ホテル古湧園
2022.6.23 　   租税教室（川之石小学校） 　　　　　　　　　　　川之石小学校
2022.6.24 　   第１回厚生委員会                                                  　　　 大倉
2022.6.27 　   租税教室（神山小学校） 　　　　　　　　　　　　神山小学校
2022.6.28 　   租税教室（明浜中学校） 　　　　　　　　　　　     明浜中学校
2022.7.5 　     青年部会　会員交流会議実行委員会 　　　   　　　ゆるり
2022.7.12　    全法連　広報委員会 全法連会館　　　　　   　　　東京全法連会館
2022.7.13 　   女性部会　会員交流会議 　　　　　　　　   　　　八幡浜センチュリーホテルイトー
2022.7.29 　   青年部会　会員交流会議                                      　　　和泉屋
2022.8.4 　     青年部会　厚生委員会                                           　　　和泉屋
2022.8.19 　   県連　第１回組織委員会                                       　　    ANA クラウンプラザホテル松山
2022.8.23 　   県連　事業研修委員会                                          　　　東京第一ホテル松山
2022.9.2 　     県連   青年部会  定時連絡協議会 宇和島大会  　　　かどや
2022.9.6　      四法連　青年部会長サミット徳島大会 ザ　   　　　グランドパレス
2022.9.13　     インボイスセミナー                                              　　    オンライン
2022.9.20 　    BCP セミナー                                                           　　    オンライン
2022.9.21 　    県連　総務委員会                                                   　　   東京第一ホテル松山
2022.9.26 　    拡大組織委員会                                                       　　    浜味館あたご
2022.9.30 　   県連　正副長会議・理事会                                   　　   ANA クラウンプラザホテル松山
2022.10.7 　    税に関する絵はがきコンクール審査会            　　    八幡浜商工会議所３階一般研修室
2022.10.13 　 全国大会　千葉大会                                              　　　幕張メッセ
2022.10.17 　新設法人説明会                                                       　　　 八幡浜税務署
2022.11.4 　   電子帳簿保存法対策セミナー                             　　　 オンライン
2022.11.8 　  税を知る週間 PR活動                                                　　  八幡浜商店街
2022.11.18　 年末調整説明会                                                        　　　八幡浜商工会議所５階大ホール
2022.11.22 　経理担当者養成講座                                                            八幡浜商工会議所５階大ホール
2022.11.24 　全法連　青年部会全国部会長サミット 沖縄大会       沖縄市
2022.11.25 　青年の集い　沖縄大会                                           　　　沖縄アリーナ
2022.11.28 　第２回厚生委員会                                                    　　　大倉
2022.12.12 　租税教室（保内中学校）                                         　　　保内中学校
2022.12.14 　女性部会　南予ブロック合同研修会                  　　    大洲市長浜町
2022.12.14 　第１回 BCP 策定セミナー                                      　　　八幡浜商店街
2022.12.19 　租税教室（宇和中学校）                                         　　　宇和中学校
2022.12.21 　県連　事務局職員会議                                           　　　ホテルマイステイズ松山

事業活動報告　（R4 . 4 ~ R 4 . 1 2 )
八幡浜法人会



法人会では小学校 6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を開催しています。
今年度は管内小学校 7校より 168 点の応募の中から、入賞 5点　入選 5点　佳作 11 点を
選出しました。多数のご応募ありがとうございました。

最優秀賞

青年部会長賞女性部会長賞

税務署長賞

法人会長賞

八幡浜市立千丈小学校　石河健介

八幡浜市立川之石小学校　蔦本茉優

八幡浜市立松蔭小学校　後藤希亜

八幡浜市立喜須来小学校　札本未来八幡浜市立神山小学校　立花萌香

講評　私たちの身近な生活の中で税金の
大切さを細かい表現で丁寧に描いている。
　　　　　　　　審査委員長　二宮亮二

優秀作品

賞



入　選

佳　作

西予市立宇和町小学校 西予市立宇和町小学校西予市立宇和町小学校
近藤奈央子 三好楓良 山崎壱晟

八幡浜市立松蔭小学校 八幡浜市立真穴小学校
上村祐生 大本樹

八幡浜市立神山小学校 八幡浜市立神山小学校八幡浜市立神山小学校

八幡浜市立松蔭小学校

八幡浜市立千丈小学校

八幡浜市立喜須来小学校

八幡浜市立松蔭小学校

八幡浜市立喜須来小学校八幡浜市立喜須来小学校
井上凌臥 浅野美月 中根怜菜 室谷晟真

道岡春月

園部桐士朗菊池孝城 寺坂未羽 渡邊万龍徒

西予市立宇和町小学校西予市立宇和町小学校
井上和花 加藤滉太



公益社団法人八幡浜法人会会長賞
「独自課税について」
　　　　　　　　　　　　　　愛媛県立三崎高等学校二年二組 野本 華帆
　
私が夏休みの宿題をしていた時ふと税の作文を思い出して、内容はどうしよう
と思っていたら教科書に独自課税という文言がのっていた。私はそれに興味を持
ち、独自課税について調べてみようと思った。教科書の説明では「地方税に規定
された税以外で、条例によって新設された税。法定外税ともいわれ、その導入は
国との事前協議制となっている。核燃料税（福井県など）、別荘等所有税（熱海
市）、産業廃棄物税（愛知県など）、有漁税（山口県富士河口湖町）などがあ
る。」とかかれていた。この文章はをよんでわかったことは、その地域に合わせ
た新しい税を国と事前協議を行うことでつくることができるということだった。
では、私の住んでいる八幡浜市、もっと大きくいえば愛媛県にもあるのだろうか。
ネットを使って調べたところ、愛媛県には森林環境税というものがあるらしい。
八幡浜にはなかった。森林環境税とは、県内に住所がある人、県内に家・屋敷を
所有する人に年７００円かかる税のことだ。この税の使い道は「森をつくる活
動」「木を使う活動」「森と暮らす活動」の３分野における 指定事業などに使わ
れるらしい。
　独自課税にはほかにどんな税があるのかも調べてみた。
　ホテル・旅館宿泊料（東京都） レジ袋（東京都杉並区） 観光客駐車料（福
岡県太宰府市） 富士スバルライン利用（山梨県） 遊漁税（山梨県河口湖町）
別荘等所有税（静岡県熱海市） 延長、税率引き上げ山砂利採取税（京都府城陽
市） 延長 臨時特例企業税（神奈川県） 核燃料物質等取扱税（青森県） 延
長、税率引き上げ 核燃料税（福井県）延長、税率引き上げなどがあるらしい。
これらの税が作られた背景には税収の不足、膨れる社会保障費があるのだと思う。
私が病院へ行くときに社会保障で安くなることはとても助かっているが、税が追
い付かないののなら少し削ったほうがいいと思った。そうすれば働くことができ
ず生活保護を受けている人のほうが働いている人より手に入る金額が大きいワー
キングプアの問題がなくなると思う。いるところは残しつつ余分に抱えている費
用を削ればよいだろうという考えだ。最近は円安で２４年ぶりに１４０円台をこ
えている、というニュースを見た。そのニュースでほんとに不景気なのだ、日本
はという実感がわいた。そんな中で社会保障費が膨らみ続ければ大変なことにな
ると思う。独自課税自体はいいけれど、調べていると住民の反対でとん挫したと
か、独自課税を批判する意見が多かった。税が足りないのなら、つかう金額を減
らせばいいと思う。そして住民の反対にあわない範囲で独自課税を考えればいい
と思った。
　今まであまり日本の経済状況や税が新しくできることに関心がなかった。それ
は母が自動で税とかいろいろ払ってくれると思っていたからだ。しかし、高校生
になって自分の欲しいものは自分で買い、お金の管理も自分でするようになった。
２年後の今ごろには完全に自分でお金のやりくりをして、税金等も払うようにな
ると考えると、もう少し興味を持ってみようと思った。 



公益社団法人八幡浜法人会会長賞
「私たちの生活と税金」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
八幡浜市立松柏中学校３年１組 和泉 斐子
　今年の７月に行われた参議院選挙のニュースを見て「消費税をなくそう、減らそう。」
と言っている候補者が多いように感じました。たしかに、消費税があることに不満を感
じる人も多いと思います。
　日本では、２０１９年から、食料品を除き消費税が８％から １０％に引き上げられま
した。この１０％という数字が世界的に見ると高いのか低いのかを調べてみました。す
ると、日本の１０％は低い方であることがわかりました。なんと、ヨーロッパの多くの
国々の付加価値税（消費税）は、２０％以上だったのです。どうして、これらの国々では
消費税が高くても国民が生活を保っていくことができるのか疑問に思いました。もしも、
日本で政府が突然「来月から消費税を２０％に引き上げます。」と発表したら、不満の声が
あちこちで上がるのではないでしょうか。
　消費税が世界でも２番目に高い、２５％であるデンマークは「世界で１番税金が高い国」
であるとされています。しかし、「国民の幸福度が１番高い国」であるとも言われています。
デンマークでは、消費税と同様、所得税が５５％、自動車税が２８０％と、日本に比べて
非常に高いです。しかし、デンマークは日本よりも所得が高く、その上教育費や医療費も
一律で無料になるので、生活を安定させることができるのです。デンマークでお金持ちに
なるのは難しいですが、安定した生活ができるため、税金が高くても幸福だと感じる人が
多いのです。
　日本でも、消費税の税収はさまざまなことに使われています。年齢に関係なく、商品
やサービスを購入したすべての人が負担するので、たくさん税金が集まるのです。たった
８％、１０％だと思っていても、大変な金額なっていることを今回調べて知り、とても
驚きました。そして、消費税は私たちのくらしになくてはならないものだとわかりました。
　税は、国を豊かにするために欠かせないものです。もし、税がなかったら、人々の貧富
の差が広がってしまうのではないでしょうか。「幸せな人がたくさんいる国」ではなく、
「みんなが幸せな国」を目指すために必要なものだと思います。
　社会科の授業で、「納税は国民の義務である」と習ったときにはあまりピンとこなかった
けれど、自分が普段何かを買うときに支払っている消費税も立派な税であることを知って、
改めて日本国民の１人であることを実感しました。納税は、その国で生きている１人１人
に課されるべき義務であると感じました。
　今、私は両親のおかげで何不自由なく生活できていますが、日本にはまだまだ十分に
食べるものや着るものがない子どもたちもいると思います。そういう子どもたちが、のび
のびと幸せに成長し、平等に教育を受けるためには、税による支援が必要です。
だから私は、大人になったらきちんと税金を払います。



　八幡浜法人会では、２００７年より管内小中学校の児童・生徒を対象に租税教室を開催して
います。現在では青年部会を中心に時代に即した、また工夫を凝らしたオリジナル教材を使用
しながら行っています。
　租税教室は、次世代を担う児童・生徒が、民主主義の根幹である租税の意義や役割を正しく
理解し、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、さらには納税者として
社会や国の在り方を主体的に考えることを目的としています。

　「税を考える週間」PR活動として、税に関するクイズと花の苗を配り、納税者の皆さんに
税の行政活動に対する知識と理解を深めていただく広報活動を行いました。

日時：令和 4年 11 月 8日
場所：八幡浜銀座商店街

青年部会

女性部会
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e-Tax  

     e-Tax  https://www.nta.go.jp  
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※ 国税庁インボイス制度特設サイトでは、インボイス制度について解説した 

 （国税庁動画チャンネル）のほか、Q＆Aなどを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

令和５年 10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）

が始まります。 

事業者の皆様には、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて必要

な準備を進めていただくため、インボイス制度等説明会を開催しますので、是非ご参加ください。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

明会の名称 開 催 日 時 開 催 場 所 定 員 

インボイス制度説明会 

（消費税の仕組みから知りたい方向け） 

令和 5年 1月 18日(水) 

10：00～11：00 

八幡浜税務署 ２階大会議室 

八幡浜市下松影 1096番地の 4 
10名 

インボイス制度説明会 

（登録申請相談会） 

令和 5年 1月 18日(水) 

13：30～14：30 

八幡浜税務署 ２階大会議室 

八幡浜市下松影 1096番地の 4 
10名 

インボイス制度説明会 

（消費税の仕組みから知りたい方向け） 

令和 5年 2月 27日(月) 

10：00～11：00 

みなと交流館 会議室 

八幡浜市沖新田 1581番地 23 
20名 

インボイス制度説明会 

（登録申請相談会） 

令和 5年 2月 27日(月) 

13：30～14：30 

みなと交流館 会議室 

八幡浜市沖新田 1581番地 23 
20名 

インボイス制度説明会 

（消費税の仕組みから知りたい方向け） 

令和 5年 3月 17日(金) 

10：00～11：00 

みなと交流館 会議室 

八幡浜市沖新田 1581番地 23 
20名 

インボイス制度説明会 

（登録申請相談会） 

令和 5年 3月 17日(金) 

13：30～14：30 

みなと交流館 会議室 

八幡浜市沖新田 1581番地 23 
20名 

 

 

要事前予約 

●インボイス制度等説明会にご参加いただく方へ 

   八幡浜税務署 

 

インボイス制度説明会（消費税の仕組みから知りたい方向け） 

 

お問い合わせ先 

八幡浜税務署 法人課税部門 0894-22-0802 

インボイス制度 

特設サイト 

インボイス制度説明会（登録申請相談会） 

 

【共催】八幡浜税務署管内青色申告会連合会、八幡浜法人会、八幡浜間税会 



相続法の改正における税務上の注意点 

～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～  

税理士  山宅孝道  

 

リサ  最近、相続のことが気になっています。平成３０年に相続のルールが改正さ

れたと聞きましたが、どのように改正されたのでしょうか。  

サキ先生  平成３０年７月に民法で相続を規定している部分、いわゆる相続法が

改正されました。これは昭和５５年以来の大きな改正で、具体的には①自筆証書

遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能（平成３１年１月１３日施行）、

②預貯金の払戻し制度の創設（令和元年７月１日施行）、③遺留分制度の見直し（令

和元年 7 月 1 日施行）、④被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能

（令和元年 7 月 1 日施行）、⑤配偶者居住権の創設（令和２年４月１日施行）、⑥

法務局で自筆証書による遺言書の保管可能（令和２年７月１０日施行）などの措

置が行われました。  

例えば、自筆証書遺言は、作成後の紛失や、相続人によって隠匿もしくは変造

されるおそれがありましたし、遺産分割終了後に自筆証書遺言が発見され共同

相続人間での紛争を生じさせる原因にもなり得ました。これらの問題を防止す

るために、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。  

リサ  税務上、取り扱いが変わったことはありますか。  

サキ先生  まず、配偶者居住権の創設により、配偶者居住権の評価をすることにな

りました。また、遺留分制度については、改正前の民法では、減殺請求によって

当然に遺留分権利者に所有権等の権利が帰属する物件的効果が生ずることとされ

ていたため、遺贈または贈与の目的財産は受遺者と遺留分権利者との共有状態に

なることが多くあり、共有関係の解消をめぐって新たな紛争も生じていました。

そこでこのようなことを回避するため、遺留分権利者およびその承継人は、受遺

者または受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが

できることになりました。  

リサ  配偶者居住権について、税務上の取り扱いで注意することはありますか。  

サキ先生  配偶者居住権が、「被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者」と「そ

の配偶者居住権の目的となっている建物の所有者」との間の合意や放棄により消

滅した場合、その消滅直前に「配偶者が有していた配偶者居住権の価額」または

「土地を使用する権利の価額」に相当する利益に相当する金額が、配偶者からの

贈与によって建物等所有者が取得したものとされます。  

リサ  遺留分侵害額請求権について、税務上の取り扱いで注意することはありま

すか。  

サキ先生  受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて相続財産で

ある不動産等の分与が行われた場合は、代物弁済として譲渡所得の課税対象に

なります。例えば、遺留分侵害額が３０００万円であり、受遺者が相続した３０

００万円の土地を遺留分権利者に金銭に代えて分与した場合、受遺者は土地を

３０００万円で譲渡したことになり譲渡所得について課税になります。また、

分与を受けた遺留分権利者はその土地を３０００万円で取得したことになりま

す。  

 

【筆者紹介】山宅孝道（やまけ・たかみち）１９６５年生まれ。東京国税局管内の税務署

において管理・徴収部門、法人課税部門、資産課税部門等の事務に従事し、武蔵府中税務

署資産課税部門上席国税調査官を最後に平成２５年７月退職。埼玉県さいたま市で税理士

登録。近著『土地評価の基礎と実務』（共著、税務経理協会）、『令和４年版税制改正経過一

覧ハンドブック』（共著、大蔵財務協会）。  
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2023 年 1 月発行　第 77 号
発行者　公益社団法人八幡浜法人会　広報委員会
愛媛県八幡浜市北浜１丁目３番２５号八幡浜商工会館４階
電話０８９４－２４－６２５０　FAX０８９４－２４－６２５３
E-mail　info@y-hojin.jpn.org

募　集

青年部会・女性部会　部会員募集
若手経営者向けの青年部会では主要行事の租税教育活動を中心
に部会員の情報共有や交流をを目的に活動しています。
きめ細やかな女性部会では「税に関する絵はがきコンクール」
や税を考える週間 PR活動をはじめ社会貢献活動を行っています。
年会費　青年部会　5,000 円　　女性部会　2,000 円
お問合せ、入会は　事務局まで

事務局より

法人会では、経営者向け、従業員向けに各種セミナーを開催
しています。ホームページに随時掲載しています。
また、youtube では八幡浜法人会チャンネルを開設し、様々
なお役に立つ情報をお届けする予定です。

はまゆう 77 号の編集を終えて
　公益社団法人八幡浜法人会は任意団体として昭和36年（1961年）に設立され、昭和54年（1979年）に
社団化され平成 25 年（2013 年）に公益認定を受け今年度で公益社団化 10 周年となりました。広報誌も、
昭和 49 年から刊行され名称も「法人会報」から昭和 55 年に現在の「はまゆう」に改称され今号で 77 号
となりました。創刊当初は年 3回の発刊していた時期もありますが平成に入ってからは年 1回の発刊に
落ち着いています。公益社団化は 10 周年ですが、発足からは 61 年と長い歴史を刻んでおり、広報誌は
法人会の歴史はもとより地域の歴史であり、貴重な資料となっています。

住所、代表者変更などございましたらお知らせください。
会員の皆様には年会費の口座振替をお願いしております。
まだ口座振替登録がお済みでない方、その他お問合せは
法人会事務局まで。　法人会事務局　電話 0894－24－6250
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